
　公的年金制度は「国民年金（基礎年金）」・「厚生年金
保険」の2階建て構造となっています。

　1階部分の「国民年金」は、国内に居住する20歳以上
60歳未満の全ての方が加入します。65歳になったと
きに支給が始まり、加入期間や支払った保険料に応じ
て「老齢基礎年金」を受け取ることができます。

　2階層部分の「厚生年金保険」は、国民年金とは別
に、会社員や公務員の方などが加入します。過去の報
酬（給与）と加入期間に応じた「老齢厚生年金」を老齢
基礎年金に上乗せされて受け取ることができます。

　年金は、原則65歳から受け取ることができますが、
60歳から65歳までに請求手続きを行う「繰上げ受給」
や、66歳から75歳までに請求する「繰下げ受給」の制
度があります。

　「繰上げ受給」は、本来の年齢より早く年金を受け取
るため、繰上げた月数に応じて、1回に受け取る年金
額が減額されます。

　「繰下げ受給」は、本来の年齢より遅く年金を受け取
るため、繰下げた月数に応じて、1回に受け取る年金
額が増額されます。

　生まれた日が下記に該当する方のうち、厚生年金保
険または共済組合等の加入期間が1年以上ある場合
は、生年月日に応じた年齢（60歳～64歳）から65歳ま
での間「特別支給の老齢厚生年金」を受け取ることが
できます。

□男性　昭和36年4月1日以前に生まれた方
□女性　昭和41年4月1日以前に生まれた方

65歳になる月の3か月前に、日本年金機構また
は共済組合等から「年金請求書」が届く

提出してから約1～2か月で、日本年金機構か
ら「年金証書」「年金決定通知書」などが自宅に
届く

年金証書が届いてから約1～2か月後の偶数月
から年金が支給

誕生日の前日以降に、年金請求書と必要書類を
添えて、明石年金事務所または加東市役所保険
医療課に提出

◎国民年金（第1号被保険者）のみの方
　⇒ 加東市役所 保険医療課

◎上記以外の方
　⇒ 明石年金事務所　　 　令和5年3月31日時点で開業しており、かつ、今後も

事業を継続する意思がある1～3の者

1中小企業基本法第2条第1項各号に該当し、市内に
　事業所がある中小企業者
　※個人農家も該当する場合があります。

2市内の農事組合法人または集落営農組織

3市内において医療・福祉サービスの事業所または施
　設を運営する法人

■光熱費 ： 市内事業所で使用する電気代・ガス代

■燃料費 ： 市内事業所で使用するガソリン・灯油・
　　　　　    軽油・重油の購入費

※消費税を抜いた金額が対象
※販売目的の費用は対象外

❶申請書類を事務局に郵送
　(〒673-1493  加東市社50)
　※申請書類は、市ホームページから
　　ダウンロードできます。

❷電子申請
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